
1 

Ｑ＆Ａ 

職員への金銭貸付における留意点-1 

 

Ｑ． 

当院では、キャリアアップを目指す職員に奨学金を貸与し、その後一定期間勤続すれば返済を

免除する制度を設けているのですが、奨学金を貸与した職員が、返済が免除される期間に至る前

に当院を退職することになりました。そこで、貸与した奨学金を回収するため、職員に支払う退

職金と相殺することはできるのでしょうか。 

 

Ａ． 

退職する職員に支払わなければならない退職金と貸与した奨学金とを相殺することができれ

ば、病院としては奨学金を回収することができます。他方で、退職金は「賃金の後払い」として

の性格を有していると考えられていますので、賃金の支払いに関する労働法規に抵触しないかを

考慮する必要があります。 

この点、労働基準法２４条１項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わ

なければならない」と定めており、使用者である医療機関は労働者である職員に対して、毎月の

給料を全額支払わなければならないとされています（賃金全額払いの原則）。この賃金全額払い

の原則には例外があり、①所得税の源泉徴収や社会保険料など法令に別段の定めがある場合や、

②労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定（賃

金控除協定）がある場合には、賃金から控除することが認められています（労働基準法２４条１

項但書）。ただ、病院が考えている退職金との相殺は、上記①にあたらず、賃金控除協定がなけ

れば上記②にもあたりませんので、賃金全額払いの原則に反し、許されないのが原則です。つま

り、退職金は全額支払った上で、奨学金の返済は、職員に対して別途請求しなければならないこ

とになります。 

もっとも、賃金全額払いの原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、こ

れにより労働者に賃金全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにして、

労働者の保護を図る点にあります。そのため、使用者が労働者の同意を得て行う相殺については、

労働者の自由意思に基づいたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在すること

を要件として、賃金全額払いの原則に反しないと解釈されています（最高裁平成２年１１月２６

日判決）。つまり、労働者が使用者に強制されることなく、自らの意思で相殺をすることについ
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て同意しており、かつ、自らの意思で同意していることについて客観的な証拠によって裏付けら

れていることが要件として必要になるということです。このような要件を満たしている場合には、

賃金全額払いの原則の趣旨に反しないと言えるからです。ただし、あくまでも賃金全額払いが原

則ですので、上記最高裁判決においても、「同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの

認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならないことはいうまでもない」とされていますの

で注意が必要です。 

そのため、医療機関が職員に支給する退職金と相殺する場合には、相殺を行う前に、職員に対

し、退職金と奨学金を相殺することを説明し、その同意を得た上で相殺合意書（同意書）を作成

して残しておくことが、最低限必要と言えます。さらに、奨学金制度に関する規定や奨学金の貸

与契約書の中に、奨学金の返還免除の要件を満たさないまま医療機関を退職した場合には、支給

する退職金と相殺する旨を明記しておくことが望ましいでしょう。このような記載をしておけば、

職員は、将来、貸与を受けた奨学金と退職金とが相殺されることがあることを予め理解・同意し

た上で、奨学金の貸与を受けたと評価することができるからです。 
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